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令和６年度 東浦町の人事行政の運営等の状況を公表 

 

令和６年度における東浦町の人事行政の運営等の状況について、公表します。 

※表示単位未満は四捨五入し端数整理 

 

１ 職員の任免および職員数に関する状況 

（１） 職員の任免の状況（令和６年度中） 

採用者数 35人 

退職者数 29人 

 

（２） 職員数（令和６年４月１日現在） 

職 員 数 439人 

※一般職に属する常勤職員数 

※再任用短時間勤務職員（12人）および任期付短時間勤務職員（１人）を除く 

 

２ 職員の人事評価の状況 

人事考課制度に基づき、職員（技能労務職員、任期付短時間職員および会計年度任用職員を除く）を対象に

勤務成績の評価を次のとおり行っています。 

  ※技能労務職員、任期付短時間職員および会計年度任用職員は、別の方法により評価 

目 的 

これまでの年功序列的な制度から能力・業績を重視した給与構造への抜本的な見直しを行

い、業績重視の人事考課制度を導入し、職員の意識改革および人材の育成をするとともに

給与などへの反映を目的とする。 

制度の概要 

人事考課制度により、第２次考課者において考課した総合考課点をＡからＥの５段階に置

き換えて評価する。調整考課者は、最終評定点および評語を決定する。評語ＡおよびＢの

配分について、Ａは全体の10％以内、ＡとＢの和は30％以内としている。 

評 定 日 令和７年１月１日 

評定期間 令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 

対 象 者 
技能労務職員、任期付短時間職員および会計年度任用職員を除くすべての職員 

ただし、欠勤、休職、停職、長期出張その他これに類する事故などのために長期にわたり

職務に従事しない場合若しくは公正な評定を行うことができないと認められる場合は除く 

実施者数 414人 

 

 

３ 職員の給与の状況 

（１） 人件費の状況（令和６年度普通会計決算） 

歳出額 Ａ 

（千円） 

人件費 Ｂ 人件費率 

（Ｂ/Ａ）

(％) 

５年度の 

人件費率(％) （千円） うち職員給与費 

18,685,339 3,658,042 2,062,858 19.6 18.7 

※人件費には、特別職および会計年度任用職員に支給される給料、報酬などを含む 

 

 

（２）職員給与費の状況（令和６年度普通会計決算） 

職 員 数 

Ａ(人) 

給 与 費 （千円） １人当たり給与費

（Ｂ/Ａ）（千円） 給  料 職員手当 期末勤勉手当 計 Ｂ 

406 1,254,859 259,964 548,035 2,062,858 5,081 

※職員手当には退職手当を含まない 
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（３）一般行政職の初任給の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 初 任 給(円) 採用２年後の給料額(円) 

大 学 卒 225,600 234,400 

高 校 卒 194,500 207,400 

※一般行政職…税務職員、保健師、保育士、企業職員、技能労務職員などを除いた一般的な業務に従事 

する職員 

 

（４）一般行政職の経験年数別平均給料月額（令和６年４月１日現在） 

区 分 
経験年数 

10年(円) 

経験年数 

20年(円) 

経験年数 

25年(円) 

経験年数 

30年(円) 

大 学 卒 257,900 360,833 383,000 418,200 

高 校 卒 241,200 － － 388,150 

 

（５）一般行政職の級別職員数の状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 計 

標準的な 

職務内容 

主事 

技師 

主事 

技師 
主査 

係長 

主任 

課長補

佐 

課長 

主幹 
部長 部長   ― 

職員数

(人) 
29 79 35 40 13 27 ６ 0 229 

構成比

(％) 
12.6 34.5 15.3 17.5 5.7 11.8 2.6 0 100 

※一般行政職…税務職員、保健師、保育士、企業職員、技能労務職員などを除いた一般的な業務に従事 

する職員 

 

（６） 職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の状況（令和６年４月１日現在） 

区  分 平均給料月額(円) 平均給与月額(円) 平均年齢(歳) 

一般行政職 294,800 358,300 37.3 

技能労務職 212,100 230,200 57.7 

 

（７） 職員手当の状況 

ア 期末・勤勉手当（令和６年度普通会計決算） 

 期   末 勤   勉 

６月期支給月数(月分) 1.225 1.025 

12月期支給月数(月分) 1.275 1.075 

計(月分) 2.5 2.1 

職務上の段階、職務の級などによる加算措置   有 

平均支給年額(千円) 764 639 

※平均支給年額は、令和６年度の職員１人当たりの平均額 

 

 イ 退職手当（令和６年度中） 

退職区分 自己都合など 定年・勧奨 

平均支給額(千円) 847 13,916 

※平均支給額は、令和６年度に退職した職員１人当たりの平均額 

 

    ウ 特殊勤務手当（令和６年度中） 

職員全体に占める支給職員の割合(％) 2.71％ 

平均支給年額(円) 25,000円 

手当の種類（種類） ５種類 

代表的な手当 待機手当、滞納整理手当 
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※支給職員の割合は令和６年４月の状況 

※平均支給年額は、令和６年度普通会計決算額を令和６年４月の支給対象職員数で除したもの 

（以下の手当についても、同様） 

 

    エ 時間外勤務手当（令和６年度中） 

支給総額(千円) 平均支給年額(千円／人) 

114,773 316 

    

 オ その他主な手当（令和６年４月１日現在） 

区  分 内        容 

扶養手当 

満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子 10,000円 

上記以外 6,500円  

(満16歳から22歳までの子は１人につき5,000円を加算） 

住居手当 借家…16,000円を超える家賃の額に応じ、最高28,000円 

通勤手当 

交通機関利用者…運賃相当額の範囲内で支給（原則として６ヶ月定期券の額で 

最高55,000円） 

自家用車等利用者…通勤距離に応じ、最高31,600円 

 

（８） 特別職の報酬などの状況（令和６年４月１日現在） 

区 分 報酬等の月額(円) 期末手当（月分） 

町 長 871,000 

６月 1.70 

12月 1.75 

計  3.45 

 

副 町 長 682,000 

教 育 長 640,000 

議 長 380,000 

副 議 長 300,000 

委 員 長 280,000 

議 員 270,000 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況（令和６年４月１日現在） 

（１） 勤務時間の状況（変則勤務職場等を除く一般的な職場におけるもの） 

正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

７時間45分 午前８時30分 午後５時15分 正午～午後１時 

 

（２） 主な休暇の種類（令和６年４月１日現在） 

区  分 付与日数 区  分 付与日数 

年次有給休暇 １年度につき20日 証人等出頭 必要期間 

出 産 産前６週間、産後８週間 骨髄移植 必要期間 

育児時間 １日２回、各30分以内 ボランティア １年につき５日以内 

子の看護 １年につき５日以内 住居滅失等 ７日以内 

短期の介護 １年につき５日以内 交通遮断 必要期間 

忌 引 親族の区分により１～７日 妻の出産補助 ２日以内 

父母の祭日 １日 夏季休暇 １年につき５日 

結 婚 連続する５日以内 選挙権行使 必要期間 

 

５ 職員の休業の状況 

育児休業等取得者数（令和６年度中に新たに取得した職員数） 

区  分 男性（人） 女性（人） 

育児休業取得者数 ４ 12 

部分休業取得者数 ０ ３ 
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６ 職員の分限および懲戒処分の状況 

（１） 分限処分の状況（令和６年度中） 

処分の種類 処分者数(人) 処分の事由 

休 職 ５ 心身故障のため、長期の休養を要する場合 

降 任 ２ 勤務実績が良くない場合、心身の故障の場合 

免 職 １ 勤務実績が良くない場合 

 

（２） 懲戒処分の状況（令和６年度中） 

処分の種類 処分者数(人) 処分の事由 

免 職 ０  

停 職 ０  

減 給 ０  

戒 告 ０  

 

７ 職員の服務の状況 

（１）服務制度に関する研修等の実施状況 

地方公務員法（昭和25年法律第261号）に定められた町職員についての義務を周知徹底するため、新規採用

職員研修において、服務制度に係る研修を実施しました。また、随時、通知文書などにより、服務規律の徹

底を図っています。 

 

（２）ハラスメント対策 

   ハラスメント防止については、秘書人事課を相談窓口として職場におけるハラスメントの防止などに努めて

います。 

 

（３）営利企業などへの従事許可の状況（令和６年度中に新たに許可したもの） 

区     分 件数(件) 

報酬を得て事業若しくは事務に従事するもの ３ 

 

 

８ 職員の退職管理の状況 

平成28年４月１日に、再就職者による依頼等の規制の導入等により退職管理の適正を確保するための所要の措

置を講ずることを内容とする改正地方公務員法が施行されました。 

改正法の地方公務員法による規制のほか、東浦町職員の退職管理に関する条例（平成 28 年東浦町条例第２号）

を制定し、本町職員の退職管理の適正化を図り、町政に対するより一層の信頼を確保できるように取り組んでい

ます。 

（１）退職管理の規制などの概要 

  ア 再就職者による依頼など（働きかけ）の規制（地方公務員法第38条の２） 

    営利企業などに再就職した元職員が、離職前の職務に関して、現職職員へ働きかけをすることが禁止され

ています。 

イ 再就職情報の届出（条例第３条） 

    管理職の地位にある職員であった者は、離職後２年間、再就職した場合は任命権者に届け出ることが義務

付けられています。 
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（２）再就職情報の届出件数（令和６年度中） 

再就職先の内訳 
合計(件) 

町関係団体(件) 民間企業(件) その他(件) 

０ ０ ０ ０ 

   ※その他…公益法人、学校法人、医療法人など 

 

 

９ 職員の研修の状況（令和６年度中） 

研修の状況 

東浦町職員研修規程（平成26年東浦町規程第２号）に基づき実施した研修は、次のとおりです。 

研  修  区  分 研  修  名  等 

一般研修 

（職員がその職務を遂行するために必要な知

識、技能、態度その他基礎的教養の習得を目指す

研修） 

新規採用職員研修、一般職員研修、監督者研修、管理者

研修 

・新任係長まで主に知多５町職員研修協議会で実施 

・課長補佐以上は、主に県研修センターで実施 

・保育士は専門機関で実施 

特別研修 

（特定の職務を行うのに必要な専門的、実務的

な知識および技能を習得させる研修） 

服務研修、文書研修、財務研修、情報セキュリティ研修、

広報ホームページ研修、ＳＤＧｓの基本研修、東浦町運

行バス研修、メンタルヘルス研修、ロジカルシンキング

研修、ハラスメント防止研修、クレーム対応研修、タイ

ムマネジメント研修、組織マネジメント力向上研修、プ

レゼンテーション能力向上研修、キャリアデザイン研

修、交通安全研修、普通救命講習、ファシリテーション

研修、ＥＢＰＭ研修、レジリエンス研修、管理職プレゼ

ンテーション研修 

派遣研修 

（他の地方公共団体、外部の研修団体などが行

う研修に派遣し、行政の効率的な運営能力およ

び高度な識見を備えた職員を養う研修） 

自治大学校、県研修センター、市町村アカデミー、民間

研修機関など 

自主研修 

（職員が自らの意思に基づき町政全般について

調査、研究および知識を習得するもの） 

資格取得などの支援補助 

 

 

10 職員の福祉および利益の保護の状況（令和６年度中） 

（１）共済組合負担金（地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）に基づく負担金：普通会計） 

執 行 額(千円) １人当たりの負担額(千円) 

460,700 1,135 

（２）職員互助会に対する補助金 

補助金額(円) 会員数(人) １人当たりの補助額(円) 

701,000 446 1,572 

 

（３） 安全衛生 

ア 安全衛生管理体制の概要 

職員の安全確保、健康増進などの諸施策を効率的に推進するため、東浦町職員安全衛生管理規程（昭和

59年東浦町訓令第２号）の定めるところにより、統括安全衛生管理者（副町長）を組織の長とする安全衛

生管理体制を整備しています。 

また、調査審議機関として職員の安全衛生に関する基本的対策については、安全衛生委員会を設置して
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います。 

イ 職員健康診断（令和６年度中） 

検 診 名 
受診者数

（人） 

健康管理区分（医療面）（人） 

要医療 要精検 正常・要観察 

定期健康診断 

および人間ドッ

ク 

439 18 207 214 

 

ウ 健康指導などの実施状況 

  職員の健康の保持増進を図るため、健診結果に基づく事後管理、一般疾病の予防・治療対策、心の健康

問題について共済組合などの相談窓口を活用して保健指導を実施しています。 

 

（４） 職員の災害補償 

ア 公務災害認定件数（令和６年度中） 

負    傷(件) 疾    病(件) 

合  計 

(件) 
自己職

務遂行

中 

出張中 その他 小  計 

公 務 上

の 負 傷

に 起 因

す る 疾

病 

職業病 

その他公

務起因性

の明らか

な疾病 

小  計 

４ ０ ０ ４ ０ ０ ０ ０ ４ 

 

    イ 通勤災害認定件数（令和６年度中） 

出勤途上(件) 退勤途上(件) 合    計(件) 

０ ０ ０ 

 

    ウ 公務災害基金負担金（地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）に基づく負担金） 

執 行 額(円) 2,571,084 

 

11 公平委員会の事務の状況（令和６年度中） 

業 務 の 種 類 件数 

勤務条件に関する措置の要求の状況 ０件 

不利益処分に関する不服申立ての状況 ０件 

※公平委員会の事務は、愛知県に委託 


